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日本公認会計士協会は、2007年7月18日に、監査人が実施する

「財務報告に係る内部統制の監査」における監査手続、留意す

べき事項及び監査報告書の文例等について、監査人の実務上の

取扱いをより明確にするために、監査・保証実務委員会報告「財

務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い（以下、「監

査に関する実務上の取扱い」という）」（公開草案）を公表しました。

本フラッシュレポートでは、以下の5つの主な論点に絞って、論点

の所在、「監査に関する実務上の取扱い」での考え方、実務に

おける留意点をまとめています。

1. 財務諸表監査と内部統制監査の関係

2. 評価範囲の妥当性の検討

3. 全社的な内部統制の評価の検討方法

4. 業務プロセスに係る内部統制の評価の検討方法

5. 内部監査人等の作業の利用

1. 財務諸表監査と内部統制監査の関係

●論点の所在

 経営者による内部統制の整備状況と運用状況の評価が

行われない領域に関して、財務諸表監査では、監査人

はどのように対応するのか?

●「監査に関する実務上の取扱い」での考え方

 内部統制監査導入後は、監査人は、経営者が実施した

内部統制の整備状況と運用状況の評価の妥当性につい

て検討することになりますので、財務諸表監査において

は、内部統制監査における監査結果に依拠することが

想定されます。そのため、経営者による内部統制の整

備状況と運用状況の評価が行われない領域については、

監査人は従来同様、財務諸表監査において、内部統制

の理解（整備状況の検討）と内部統制の運用状況の検

討をすることになるとされています。

●実務における留意点

 経営者は、内部統制の整備及び運用状況の評価を行わ

ない領域についても、経営管理上必要な分野については、

当然に内部統制を整備・運用する責任を有しています。

財務諸表監査においては、経営者が内部統制を適切に

整備運用していることを前提に監査計画を立案し、必

要と判断した範囲について内部統制の評価を行います。

従って、内部統制監査の対象とはならなかった領域であっ

ても、監査人が財務諸表監査に必要と判断した領域であ

れば、従来同様、監査人の監査手続実施のための対応

を行うことが必要です。

2. 評価範囲の妥当性の検討

（1）全社的な内部統制の評価範囲

● 論点の所在

 財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点

を除き、すべての事業拠点について全社的な観点で評価

することとされているが、「重要性が僅少」についての判

断基準はどのようなものか?

●「監査に関する実務上の取扱い」での考え方

 重要性の判定に際して、金額的側面と質的側面の両面

から検討する必要があるとされています。数値基準とし

て、連結売上高、連結総資産、連結税引前当期損益な

どに占める割合等が例示されています。なお、数値基準

を用いる場合には、個々の事業拠点の与える影響だけで

なく、除外した事業拠点の合計の影響を勘案することを

求めています。

● 実務における留意点

 質的側面についての具体例は記載されていませんが、質

的側面から評価対象として選定するかどうかを検討する

要因として、例えば、重要性の大きい業務プロセスが個

別に評価対象に追加されたような事業拠点や、財務諸

表監査において過年度に内部統制上の不備が指摘され

たような事業拠点などが考えられます。
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（2）業務プロセスの評価範囲

①企業の事業目的に大きく関わる勘定科目

●論点の所在

 一般的な事業会社における、企業の事業目的に大きく関

わる勘定科目の例示として、売上、売掛金、棚卸資産

が明示されているが、その他該当するものがないかどう

かをどのような観点から考えるべきか?

●「監査に関する実務上の取扱い」での考え方

 財務諸表を利用する一般投資家等の利害関係者が、企

業の主たる事業の経営成績・財政状態等を判断するた

めに重要と判断して着目する勘定科目を「企業の事業目

的に大きく関わる勘定科目」として定義しています。

●実務における留意点

 売上、売掛金、棚卸資産以外に、一般投資家等の利害

関係者が、企業及び企業の属する業界を分析する際に利

用あるいは注視している勘定科目や当該勘定科目を用い

て計算している数値などがある場合には、そのような勘定

科目は、「企業の事業目的に大きく関わる勘定科目」に該

当するかどうかの検討をする必要があると思われます。

②個別に評価対象に追加される重要性の大きい業務プロセス

●論点の所在

 重要な事業拠点及びそれ以外の事業拠点について、個

別に評価対象に追加される重要性の大きい業務プロセ

スに関して、財務諸表監査との関連で留意すべきことは

ないか?

●「監査に関する実務上の取扱い」での考え方

 特別な検討を必要とするリスクを有する勘定科目に関連

するプロセスは、その性格から、通常、経営者による内

部統制の評価対象に含まれるべきであると考えられる、

とされています。

●実務における留意点

 特別な検討を必要とするリスク（重要な虚偽表示リスク

のうち、特別な監査上の検討を必要とするリスク）は、

財務諸表監査における重点監査項目と考えられます。以

下のような勘定科目は、財務諸表監査において重点監

査項目とされている可能性が高いと考えられます。

• 監査人が財務諸表監査において、特に時間をかけ

ている

• 毎年のように監査上の問題点として取り上げられる

• 監査差異が発生する、監査講評会で問題とされる

• 監査人の事業所・子会社往査で毎年問題点を指摘

される

 このような事項に該当する勘定科目がある場合には、関

連するプロセスを評価対象とすべきかどうかを検討し、監

査人との確認を行う必要があると考えられます。

3. 全社的な内部統制の評価の検討方法

●論点の所在

 全社的な内部統制の評価は、期末以前に有効性が評価

されることが多いと思われるが、期末時点の有効性の把

握をどのようにすればいいのか?

●「監査に関する実務上の取扱い」での考え方

 経営者が内部統制の変更点を適時・適切に把握するモ

ニタリング手続を整備・運用している場合には、監査人

は当該モニタリング手続の有効性を検討するとされてい

ます。有効なモニタリング手続が未整備の場合は、監査

人は、経営者に整備・運用評価手続を実施した日以降、

期末日までの期間の有効性を確かめるためのロールフォ

ワード手続を実施することを求め、当該ロールフォワー

ド手続の内容と実施結果を検討することになります。

●実務における留意点

 監査人がロールフォワード手続を実施するということは、

期末時点において、再度内部統制の有効性の評価を実

施することになり、評価を実施する監査人にとっても、

監査の対応を行う担当者にとっても、相当な作業負荷と

なります。このような事態を避けるためにも、全社的な

内部統制の変更点を適時・適切に把握するモニタリング

手続を整備し、運用する必要があります。

4. 業務プロセスに係る内部統制の評価の検討方法

●論点の所在

 経営者は、運用状況の評価を期中に実施した場合に、期

末日までに内部統制に関する重要な変更があったときに

は、追加手続の実施を検討することが求められているが、

監査人の運用状況の評価のための手続が期中に行われた
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場合に、監査人はどのように対応するのか?

●「監査に関する実務上の取扱い」での考え方

 監査人が運用状況の評価のための手続を期中に実施し

た場合、当該評価結果が期末日現在も継続しているか

どうかの検討が必要とされています。監査人は、運用状

況の評価のための手続実施後、期末日までの残存期間

や運用状況の評価のための手続実施の過程で入手した

監査証拠の性質、期末日までの内部統制の変更の有無

について考慮し、追加の手続の必要性を検討しなければ

ならないとされています。

●実務における留意点

 経営者同様、監査人もアップデートテストを行うことが

求められると考えられますが、監査人によるアップデー

トテストの対象範囲を必要最小限にとどめ、期末日でな

ければ実施できない評価手続に十分な時間を確保する

ためにも、以下のような事項を監査人と事前に協議して

おく必要があります。

• 期中テストの実施時期

• 期中テストにおける監査証拠の具体的内容

• 内部統制の変更の有無の確認手続の詳細

5. 内部監査人等の作業の利用

●論点の所在

 監査人は、内部監査人等の作業の品質及び有効性を検

証した上で、経営者の評価に対する監査証拠として利

用することが考えられるとされているが、どのような場

合に、監査人は内部監査人等の作業を経営者の評価に

対する監査証拠として利用するのであろうか?

●「監査に関する実務上の取扱い」での考え方

 内部監査の利用に関しては、監査基準委員会報告第15

号「内部監査の実施状況の理解とその利用」に準拠して、

企業の実施している内部監査の状況を評価することが求

められています。そのため、内部監査人等の作業の利用

に関しては、リスクの高い分野での利用には慎重な対応

が求められています。そして、日常的に反復継続して発

生する低リスクの定型的取引に係る特定の統制の運用

状況の検証などについては、内部監査人等による評価

作業において抽出されたサンプルの一部を利用すること

ができるとしています。

●実務における留意点

 多くの会社では、内部監査の内容は業務監査が中心であ

り、財務諸表監査において直接利用できる部分は少ない

と考えられます。一部の会社では、残高確認の実施や、

支店往査などを、外部監査人と内部監査人が共同で実

施している場合もあるでしょう。経営者は、まず、財務

諸表監査における監査人の内部監査の利用状況と内部

監査の実施内容を調査する必要があります。内部監査の

実施内容が財務諸表監査においても利用可能なもので

あるにもかかわらず、監査人が内部監査を利用していな

いのであれば、その理由などを確認する必要があります。

これらの状況を理解したうえで、内部監査の実施内容を

見直し、場合によっては、財務諸表監査や内部統制監査

においても監査人が内部監査を利用できるように内部監

査体制を整備することも必要になるかもしれません。こ

のような準備を行った上で、内部統制監査における内部

監査の利用可能性を監査人と協議すべきでしょう。


